富士山静岡空港販売奨励金交付要綱
第１　趣旨
　　富士山静岡空港利用促進協議会（以下「協議会」という。）長（以下「会長」という。）は、富士山静岡空港の利活用促進を図るため、富士山静岡空港の定期便路線の販売実績に応じて旅行会社に販売奨励金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。

第２　交付の対象及び交付金額
　交付の対象及び交付金額は、別表のとおりとする。

第３　事業者登録

販売奨励金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、平成21年9月10日までに富士山静岡空港販売奨励金申請事業者登録申込書（様式第1号）1部を協議会に提出し、事業者登録をする。
第４　交付の申請
　　事業者は、対象期間終了後に以下のとおり協議会に交付申請をする。
(1)　提出書類　1部

交付申請書（様式第2号）

(2)　提出期限

平成22年1月15日まで
第５　交付の条件

　事業者は、販売奨励金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を販売奨励金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
第６　交付の決定及び確定
会長は、第４項の交付申請について実績を確認したときは、交付決定及び確定通知書（様式第3号）により、申請者に通知するものとする。

第７　販売奨励金の請求

販売奨励金の交付決定及び確定通知を受けた事業者は、速やかに請求書(様式第4号)を会長に提出しなければならない。

第８　販売奨励金の支払い
　会長は、平成22年3月31日までに、事業者に販売奨励金を支払うものとする。

第９　販売奨励金の返還
　事業者は、この要綱に定める事項に違反して販売奨励金の交付を受けた場合は、既に交付された販売奨励金を会長に返還するものとする。

第１０　その他
　この要綱に定めるもののほか、富士山静岡空港販売奨励金の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附　則

この要綱は、平成21年9月10日から施行する。



	対象者及び

対象路線
	対象者及び対象路線については以下の表のとおりとする。

対象者

対象路線

旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者の静岡県内の営業所のうち以下に該当する営業所

①静岡県内に主たる営業所がある旅行業者は、主たる営業所

②静岡県内に主たる営業所がない旅行業者は、静岡県内の営業所のうちの１営業所

静岡－小松線

静岡－福岡線

静岡－熊本線

静岡－鹿児島線

旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者の石川県内の営業所のうち以下に該当する営業所

①石川県内に主たる営業所がある旅行業者は、主たる営業所

②石川県内に主たる営業所がない旅行業者は、石川県内の営業所のうちの１営業所

静岡－小松線
旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者の福岡県内の営業所のうち以下に該当する営業所

①福岡県内に主たる営業所がある旅行業者は、主たる営業所

②福岡県内に主たる営業所がない旅行業者は、福岡県内の営業所のうちの１営業所

静岡－福岡線
旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者の熊本県内の営業所のうち以下に該当する営業所

①熊本県内に主たる営業所がある旅行業者は、主たる営業所

②熊本県内に主たる営業所がない旅行業者は、熊本県内の営業所のうちの１営業所

静岡－熊本線

旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者の鹿児島県内の営業所のうち以下に該当する営業所

①鹿児島県内に主たる営業所がある旅行業者は、主たる営業所

②鹿児島県内に主たる営業所がない旅行業者は、鹿児島県内の営業所のうちの１営業所

静岡－鹿児島線



	販売奨励金の対象となる販売実績
	事業者が㈱日本航空インターナショナル、㈱ＪＡＬセールス、㈱ＪＡＬセールス九州及び㈱フジドリームエアラインズから直接購入し、平成21年9月10日から平成21年11月30日までに旅客に販売した座席(同一県内の営業所、販売を委託している代理店及び販売店等が販売した座席も含む。)のうち、平成21年9月10日から平成21年11月30日までの搭乗者の座席数(以下、「対象座席数」という。)

ただし、払戻しされた座席及び欠航便の座席は対象座席数に含まない。

	販売奨励金の額
	1 対象座席数80席未満の事業者

販売奨励金　なし

2 対象座席数80席以上の事業者

販売奨励金　対象座席1座席当たり500円

3 対象座席数3,000席以上の事業者

販売奨励金　対象座席1座席当たり500円

特別奨励金　400,000円


（様式第1号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　　　様

〒

所在地

事業者名　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　　㊞

（担当者）

電話番号

富士山静岡空港販売奨励金申請事業者登録申込書

富士山静岡空港販売奨励金について、下記の営業所等の販売実績により申請しますので、事業者登録を関係書類を添えて下記のとおり申し込みます。

記

	営業所名又は販売を委託する代理店・販売店名
	所在地
	電話番号

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※以下に掲げる資料を添付すること

・旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者であることを証明する資料

（様式第2号）
平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　　　様

〒

所在地

事業者名　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　　㊞
（担当者）

電話番号

富士山静岡空港販売奨励金交付申請書
富士山静岡空港販売奨励金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

　　　　販売路線
申請金額　　　　　　　　　　　　　円（対象座席数：　　　　席）

　　※申請に当たっては、以下に掲げる資料を添付すること
・搭乗実績表など、航空会社が発行する販売及び搭乗の実績を証明できる書類
（様式第3号）

静空協第　　　　号

平成　年　月　日

　　　　　　　　　　　様

富士山静岡空港利用促進協議会

会長

富士山静岡空港販売奨励金交付通知書

平成　年　月　日付けで交付申請のあった富士山静岡空港販売奨励金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。

記

	販　 売 　路　 線
	

	販売奨励金の額
	金　　　　　　　　　円


（様式第4号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　　　様
〒

所在地

事業者名　

代表者名　　　　　　　　　　　　㊞

（担当者）

電話番号

富士山静岡空港販売奨励金交付請求書

平成　年　月　日付け静空協第　号で交付の決定及び確定を受けた富士山静岡空港販売奨励金について、下記のとおり請求します。

記

	販売路線
	

	請求金額
	金　　　　　　円

	振込銀行名
	

	預金種別及び口座番号
	

	口座名義（カナ）
	


対象座席数が3000席以上の場合は、特別奨励金（40万円）を含む金額を記載する。





別表








